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別  紙              

 

         議 事 の 経 過  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  み な さ ん 、 お は よ う ご ざ い ま す 。  

  開 会 前 に 報 告 事 項 が あ り ま す の で 、 事 務 局 か ら 報 告 さ せ ま す 。  

○ 事 務 局 長 （ 佐 々 木 克 治 君 ）  

  七 番 、 藤 林 公 正 議 員 か ら 所 用 の た め 欠 席 す る 旨 の 届 出 が あ り ま し た の で 報 告

し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

今 年 度 も 今 定 例 会 か ら 九 月 ま で の 間 、 本 会 議 及 び 各 委 員 会 に お い て 、 ク ー  

ル ビ ズ 対 応 と す る 旨 を 報 告 す る 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  次 に 、 四 月 一 日 付 け で 人 事 異 動 に よ り 説 明 員 に 異 動 が あ り ま し た の で 自 己 紹

介 を さ せ ま す 。  

○ 上 下 水 道 課 長 （ 對 馬 猛 清 君 ）  

  こ の 度 の 人 事 異 動 で 上 下 水 道 課 長 を 拝 命 い た し ま し た 對 馬 で す 。 安 全 で 、 安

心 な 上 水 道 の 供 給 と 、 衛 生 的 で 快 適 な 生 活 環 境 の た め 下 水 道 事 業 を 推 進 し

て ま い り た い と 思 い ま す の で よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  
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○ 農 政 課 長 ・ 農 業 委 員 会 事 務 局 長 併 任 （ 幸 田 信 雄 君 ）  

  こ の 度 の 人 事 異 動 で 農 政 課 長 と な り ま し た 幸 田 で す 。 日 本 の 農 業 は 今 、 昨 年

の 米 価 の 大 幅 な 下 落 、 減 反 政 策 の 廃 止 、 Ｔ Ｐ Ｐ な ど 、 大 変 な 時 機 で あ り ま

す が 一 生 懸 命 が ん ば り ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

○ 地 方 創 生 推 進 室 長 （ 工 藤 峰 靖 君 ）  

  こ の 度 の 異 動 で 地 方 創 生 推 進 室 長 を 拝 命 い た し ま し た 工 藤 峰 靖 で す 。 一 生 懸

命 が ん ば り ま す の で よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

○ 建 設 課 長 （ 阿 部 悟 君 ）  

  四 月 の 異 動 で 建 設 課 長 と い う 大 役 を 拝 命 い た し ま し た 阿 部 で ご ざ い ま す 。  

今 後 は 、 皆 様 の 御 教 授 を 仰 ぎ な が ら 誠 心 誠 意 、 対 応 し て ま い り た い と 思 い ま  

す の で よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

○ 学 務 課 長 （ 兵 藤 範 明 君 ）  

  四 月 か ら 学 務 課 長 を 拝 命 い た し ま し た 兵 藤 で す 。 町 政 発 展 の 為 に 鋭 意 努 力  

し て ま い り ま す の で よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

第 一 日  平 成 二 十 七 年 六 月 五 日  開 会  午 前 十 時 十 五 分  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 二 名 で あ り ま す 。  

  定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ 今 か ら 平 成 二 十 七 年 第 二 回 藤 崎 町 議  
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会 定 例 会 を 開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

一  番  奈  良  完  治  君   

二  番  前  田  信  一  君   

三  番  清  水  孝  夫  君  を 指 名 し ま す 。             

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し  

ま し た の で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

   奈 良 岡 文 英 議 会 運 営 委 員 長 。  

     ［ 議 会 運 営 委 員 長  奈 良 岡 文 英 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 岡 文 英 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

た だ 今 か ら 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

去 る 六 月 三 日 、 午 前 十 時 か ら 役 場 三 階 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第  

百 九 条 第 三 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 を す る た め 、 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し  

平 成 二 十 七 年 第 二 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 各 委 員  

の 意 見 を 十 分 尊 重 の う え 、 慎 重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か  

ら 六 月 十 一 日 ま で の 七 日 間 と し 、 会 期 日 程 に つ い て は 、 お 手 元 に 配 布 し て  
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お り ま す と お り  

六 月 五 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提  

案 理 由 説 明 ・ 議 案 （ 請 願 ） 審 議 ・ 採 決  

六 月 六 日 ・ 七 日 は 、 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

六 月 八 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

六 月 九 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

六 月 十 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

六 月 十 一 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 、 閉 会  

以 上 、 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を 、 ご 報 告 い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期  

は 本 日 か ら 六 月 十 一 日 ま で の 七 日 間 と し 、 休 会 日 は お 手 元 に 配 布 し て あ り  

ま す 日 程 表 の と お り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 会 期 は 本 日 か ら 六 月 十 一 日 ま で の 七 日 間 に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  
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日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

  議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す  

印 刷 物 に よ り 、 ご 了 承 願 い ま す 。  

  次 に 、 去 る 五 月 二 十 日 、 中 南 津 軽 郡 町 村 議 会 議 長 会 第 一 回 臨 時 総 会 に お い て

役 員 改 選 が 行 わ れ 、 本 職 が 会 長 に 選 任 さ れ ま し た こ と を ご 報 告 い た し ま す 。  

次 に 、 代 表 監 査 委 員 か ら 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

神 忠 勝 代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］   

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

例 月 出 納 検 査 に つ い て は 去 る 五 月 二 十 六 日 、 二 十 七 日 及 び 二 十 八 日 の 三  

日 間 に わ た り 、四 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 、出 納 関 係 諸 帳 簿 並   び

に 支 出 に 関 す る 証 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確   に

処 理 さ れ て お り 異 常 な い も の と 認 め ま し た 。  

ま た 定 期 監 査 に つ い て は 、 去 る 五 月 十 一 日 、 十 二 日 及 び 十 三 日 の 三 日 間  

に わ た り 、 町 補 助 金 交 付 団 体 及 び 町 補 助 事 業 を 対 象 に 執 行 状 況 を 監 査 い た  

し ま し た と こ ろ 事 業 計 画 等 に 基 づ き 補 助 金 が 適 正 に 活 用 さ れ 、 諸 帳 簿 等 の  

整 備 並 び に 経 理 内 容 は 、適 正 と 認 め ま し た 。そ し て 工 事 は 、東 消 防 署 北 分   署

建 設 工 事 及 び 藤 崎 老 人 福 祉 セ ン タ ー 改 修 工 事 に つ い て は 、 工 程 ど お り 進  
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捗 完 成 し て お り 、 適 正 と 認 め ま し た 。  

ま た 町 消 防 団 の 四 箇 所 の 分 団 の 機 械 器 具 等 の 備 品 の 管 理 及 び 台 帳 の 記 載  

整 備 等 は 良 好 で あ り ま し た 。  

以 上 で 監 査 報 告 を 終 わ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 報 告 第 二 号 か ら 報 告 第 十 号 ま で 、 諮 問 第 三 号 及 び 議 案 第 三 十 一 号

か ら 議 案 第 四 十 一 号 ま で を 一 括 上 程 し 町 長 か ら 提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。  

町 長 平 田 博 幸 君 。  

［ 町 長  平 田 博 幸 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 五 、 請 願 第 二 号  Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に 関 す る 請 願  を 議 題 と い た し ま す 。  

  請 願 第 二 号 の 紹 介 議 員 の 浅 利 直 志 君 か ら 、 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

  浅 利 直 志 君 。  

  ［ 浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  あ ら た め ま し て お は よ う ご ざ い ま す 。  
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  そ れ で は 、 請 願 第 二 号 に つ い て 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に 関 す る 請 願 に つ い て 私 の 方 か

ら 趣 旨 説 明 を さ せ て 頂 き た い と 思 い ま す 。 請 願 団 体 は 、 津 軽 農 民 組 合 、 代 表 者  

工 藤 保 さ ん で ご ざ い ま す 。 住 所 は 弘 前 市 青 山 一 の 十 三 の 七 番 地 で あ り ま す 。 請

願 項 目 、 一 番 下 の 方 に 書 面 上 が 書 い て お り ま す 。 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に 関 す る 国 会 決 議

を 順 守 し 、 守 れ な い 場 合 は 、 交 渉 か ら 撤 退 す る こ と 。 請 願 項 目 は 以 上 で あ り ま

す 。 み な さ ん も ご 承 知 の よ う に 、 請 願 趣 旨 に つ い て 説 明 さ せ て 頂 き ま す 。 以 前

に も Ｔ Ｐ Ｐ に 関 す る 議 会 決 議 を し て い る と こ ろ で あ り ま す け れ ど も 、 今 回 の 請

願 趣 旨 を 説 明 さ せ て 頂 き ま す 。 本 年 四 月 二 十 八 日 の 日 米 首 脳 会 談 で は 、 日 米 二

国 間 協 議 で の 大 き な 進 展 を 確 認 し 、 早 期 妥 結 に 向 け た 協 力 を 再 確 認 し ま し た 。

同 月 十 六 日 に ア メ リ カ 議 会 に 大 統 領 貿 易 促 進 権 限 （ Ｔ Ｐ Ａ ） 法 案 が 提 出 さ れ た

こ と を 契 機 に 、 日 米 二 国 間 協 議 は 大 き く 進 展 し 牛 肉 の 関 税 を 十 年 余 り 掛 け て 三

十 八 ． 五 ％ か ら 十 ％ 前 後 ま で 引 き 下 げ る 、 豚 肉 の 関 税 一 ㌔ あ た り 最 大 四 百 八 十

二 円 か ら 五 十 円 前 後 ま で 引 き 下 げ る こ と や 、 緊 急 輸 入 制 限 （ セ ー フ ガ ー ド ） に

つ い て も 大 枠 合 意 、 ま た 、 米 国 産 米 の 特 別 輸 入 枠 を 設 定 す る こ と が 固 ま り 、 米

国 側 は 主 食 米 ・ 加 工 用 米 を 合 わ せ た 二 十 一 ． 五 万 ト ン の 要 求 を し て お り 、 日 本

側 の 譲 歩 が 焦 点 に な っ て い る と 報 道 さ れ て い ま す 。 い ず れ も 米 や 牛 肉 、 豚 肉 な

ど を 重 要 品 目 と し て 、 除 外 又 は 再 協 議 を 求 め た 国 会 決 議 に 違 反 し て い る こ と は

明 白 で あ り 、 重 大 な 譲 歩 提 案 は た だ ち に 撤 回 す べ き で す 。 一 方 で 米 国 議 会 に 出

さ れ た Ｔ Ｐ Ａ 法 案 は 、 従 来 の Ｔ Ｐ Ａ 法 案 と 違 っ て 、 交 渉 が 妥 結 し て も 事 実 上 議

会 が 修 正 を 求 め る 権 限 が 盛 り 込 ま れ て お り 、 仮 に 交 渉 が 合 意 し て も 再 交 渉 が せ
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ま ら れ る 可 能 性 が あ り ま す 。 さ ら に 交 渉 参 加 国 に と っ て 受 け 入 れ が た い 「 為 替

条 項 」 （ 相 手 国 が 通 貨 操 作 を 行 っ て い る と 、 ア メ リ カ が 認 定 し た 場 合 、 関 税 引

き 上 げ な ど の 措 置 を 取 れ る ） こ の こ と も 含 ま れ て い ま す 。 日 米 両 政 府 は 、 日 米

協 議 の 前 進 を テ コ に Ｔ Ｐ Ｐ 全 体 を 妥 結 さ せ よ う と し て い ま す 。 国 会 決 議 か ら 逸

脱 し た 重 要 品 目 の 大 幅 譲 歩 が 明 ら か に な っ た 以 上 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 か ら 撤 退 を 決 断

す る し か な い と い え ま す 。 以 上 の 趣 旨 か ら 下 記 の 事 項 に つ い て の 意 見 書 を 政 府

関 係 機 関 に 提 出 す る こ と を 請 願 し ま す 。  

 請 願 項 目 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に 関 す る 国 会 決 議 を 順 守 し 、 守 れ な い 場 合 は 、 交 渉 か ら

撤 退 す る こ と 。 以 上 で ご ざ い ま す 。 議 員 の み な さ ん 地 域 経 済 に と っ て も 、 国 の

経 済 の あ り 方 に と っ て も 大 事 な 問 題 で ご ざ い ま す の で 是 非 ご 賛 同 の ほ ど よ ろ

し く お 願 い し た い と 思 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 、 請 願 第 二 号 を 採 決 い た し ま す 。  
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  請 願 第 二 号 は 採 択 す る こ と に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 二 号 は 、 採 択 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

  浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  た だ い ま の 請 願 採 択 、 た い へ ん あ り が と う ご ざ い ま す 。  

  つ き ま し て は 、 関 係 機 関 へ 意 見 書 を 提 出 し て 頂 き た く お 取 り 計 ら い の ほ ど よ

ろ し く お 願 い す る も の で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

  た だ い ま 、 浅 利 直 志 君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 発 言 が あ り ま し た 。  

  こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

な お 、 意 見 書 の 作 成 に つ き ま し て は 紹 介 議 員 と 本 職 に ご 一 任 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  
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  日 程 第 六 、 請 願 第 三 号  米 価 暴 落 対 策 の 意 見 書 を 求 め る 請 願  を 議 題 と い た

し ま す 。  

  請 願 第 三 号 の 紹 介 議 員 の 浅 利 直 志 君 か ら 、 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

  浅 利 直 志 君 。  

  ［ 浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  そ れ で は 、 引 き 続 き 請 願 第 三 号 に つ い て 説 明 を さ せ て 頂 き ま す 。  

  こ の 米 価 暴 落 対 策 の 意 見 書 を 求 め る 請 願 、 請 願 団 体 は 津 軽 農 民 組 合 、 代 表  

者 は 工 藤 保 さ ん で あ り ま す 。 住 所 は 弘 前 市 青 山 一 の 十 三 の 七 で あ り ま す 。  

そ れ で は 、 請 願 趣 旨 の 説 明 を さ せ て 頂 き ま す 。 請 願 趣 旨 。 二 千 十 四 年 産 米 価 格

は 、 Ｊ Ａ 概 算 金 が 最 低 水 準 に な っ た の に 加 え 、 過 剰 米 の 存 在 と 先 行 き の 不 透 明

感 か ら 、 販 売 業 者 等 が 当 用 買 い （ そ の 都 度 必 要 に 応 じ て だ け 買 う と い う ） に 徹

し 大 暴 落 し ま し た 。 農 水 省 が 公 表 す る 相 対 取 引 価 格 は 下 が り 続 け 、 二 千 十 五 年

三 月 に は 全 銘 柄 平 均 で 一 万 一 千 九 百 四 十 三 円 と な り 、 消 費 税 、 流 通 経 費 を 除 け

ば 、 農 家 手 取 り は 八 千 円 台 の 水 準 と み ら れ ま す 。 労 賃 は も と よ り 物 財 費 さ え 確

保 で き な い 価 格 で は 、 ど ん な 経 営 努 力 を 講 じ て も 経 営 は 維 持 で き ず 、 そ の し わ

寄 せ が 、 大 規 模 経 営 や 集 落 営 農 組 織 等 の 担 い 手 層 の 経 営 を 直 撃 し 、 規 模 拡 大 ど

こ ろ か 借 地 の 返 却 と 離 農 が 同 時 に 進 む こ と に な り か ね ま せ ん 。 し か も 、 政 府 が

米 直 接 支 払 交 付 金 を 半 減 し 「 米 価 変 動 補 て ん 交 付 金 」 を 廃 止 し た た め に 、 稲 作

農 家 に 二 重 、 三 重 に 経 営 困 難 を も た ら し て い ま す 。 政 府 は 多 く の 農 家 や 関 係 者
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の 米 価 対 策 を 求 め る 世 論 に 押 さ れ て 融 資 や コ ス ト 削 減 へ の 助 成 な ど を 打 ち 出

し ま し た が 、 需 給 に つ い て は 「 市 場 任 せ 」 を 公 言 し 、 米 価 暴 落 に な ん ら の 対 策

も 打 ち 出 し て い ま せ ん 。 さ ら に 政 府 の 二 千 十 八 年 産 米 か ら の 生 産 調 整 廃 止 方 針

よ り 、 需 給 と 価 格 は い っ そ う 不 安 定 な も の に な っ て い ま す 。 加 え て 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交

渉 の 日 米 協 議 に お い て 、 米 国 産 米 の 特 別 輸 入 枠 が 議 論 さ れ て い る と の 報 道 も あ

り 、 事 実 と す れ ば 米 価 暴 落 に よ る 将 来 不 安 を 抱 え る 国 内 生 産 者 を 愚 弄 す る も の

と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。 い ま こ そ 、 米 の 需 給 対 策 を 放 棄 す る 方 針 を 撤 回 し 、 政

府 が 需 給 と 価 格 の 安 定 に 責 任 を も つ 米 政 策 を 確 立 す る こ と が 強 く 求 め ら れ て

い ま す 。 つ い て は 、 下 記 の 事 項 の 実 現 を 求 め る 意 見 書 を 政 府 、 関 係 機 関 に 提 出

す る こ と を 求 め ま す 。  

米 を 作 っ て 、 飯 が 食 え な い と い う 事 態 を 防 止 す る た め に も 必 要 だ と 思 っ て い る

と こ ろ で あ り ま す 。 請 願 趣 旨 で ご ざ い ま す 。  

一 項 目 目 は 、 価 格 の 暴 落 と 流 通 の 停 滞 の 原 因 は 過 剰 米 に あ る こ と は 明 ら か で あ

り 、 過 剰 米 の 市 場 隔 離 な ど 、 明 確 な 出 口 対 策 を 実 施 す る な ど 、 米 穀 の 需 給 調 整

に 直 ち に 乗 り 出 し 米 価 の 回 復 を は か る こ と 。  

二 、 米 直 接 支 払 交 付 金 の 半 減 措 置 と 米 価 変 動 補 て ん 交 付 金 の 廃 止 の 撤 回 、 生 産

意 欲 の 持 て る 資 料 用 へ の 助 成 水 準 の 引 き 上 げ な ど 、 農 家 の 経 営 安 定 対 策 を と る

こ と 。  

三 、 二 千 十 八 年 産 米 か ら の 生 産 調 整 廃 止 方 針 を 撤 回 す る こ と 。  

四 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 の 日 米 協 議 に お け る 米 国 産 米 の 輸 入 特 別 枠 の 合 意 を た だ ち に 撤
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回 す る こ と 。  

以 上 が 、 請 願 趣 旨 で ご ざ い ま す 。 請 願 趣 旨 は 四 項 目 に わ た っ て お り ま す け れ ど

も 、 ぜ ひ 米 価 暴 落 対 策 の 意 見 書 に 賛 同 し て い た だ き た い も の で ご ざ い ま す 。 な

に と ぞ 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

    こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 、 請 願 第 三 号 を 採 決 い た し ま す 。  

  請 願 第 三 号 は 採 択 す る こ と に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 三 号 は 、 採 択 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

  浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  
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  た だ い ま の 請 願 採 択 、 た い へ ん あ り が と う ご ざ い ま す 。  

  つ き ま し て は 、 関 係 機 関 へ 意 見 書 を 提 出 し て 頂 き た く お 取 り 計 ら い の ほ ど よ

ろ し く お 願 い す る も の で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

  た だ い ま 、 浅 利 直 志 君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 発 言 が あ り ま し た 。  

  こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

な お 、 意 見 書 の 作 成 に つ き ま し て は 紹 介 議 員 と 本 職 に ご 一 任 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

  本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

ご 苦 労 様 で し た 。  

                                            

                    散 会  午 前 十 一 時 七 分  


